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指定通所リハビリテーション及び介護予防指定通所リハビリテーション  

重要事項説明書 
 

＜令和 ７ 年 ８ 月 １ 日現在＞ 

 

１ 指定通所リハビリテーションサービスを提供する事業者について 

事 業 者 名 称 医療法人仁誠会 

代 表 者 氏 名 今村 豪 

本 社 所 在 地 

（連絡先及び電話番号等） 

奈良県奈良市石木町８００ 

 

設 立 年 月 日 ２０１４年９月１日 

 

２ 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について 

（１） 事業所の所在地等 

事 業 所 名 称 奈良セントラル病院 

介 護 保 険 指 定 

事 業 所 番 号 
２９１０１１１２４０ 

事 業 所 所 在 地 奈良県奈良市石木町８００ 

連 絡 先 

相 談 担 当 者 名 
リハビリテーション部 

事業所の通常の 

事業の実施地域 

奈良市、生駒市、大和郡山市（国道 24号線より以西、ならやま大通り以南、国

道 168号線より以東、国道 25号線より以北） 

利 用 定 員           1日５０名 

 

（２） 事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的 
事業所の従業者が、要介護状態・要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定通

所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを提供すること。 

運 営 の 方 針 

１ 指定通所リハビリテーションについて、要介護者の心身の特性を踏まえ、その

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要なリハビリテ

ーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーションについて、要支援者が可能な限りその居

宅において自立した日常生活を営むことができるよう、必要なリハビリテーショ

ンを行うことにより、心身機能・生活機能の維持又は向上を目指す。 

３ 事業の実施に当たり、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業

者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス

の提供に努める。 

 

（３） 事業所窓口の営業日及び営業時間 

 

営 業 日 月曜日から土曜日まで（年末年始を除く）。 

営 業 時 間 午前８時００分から午後６時まで。 
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（４） サービス提供時間 

サービス提供日 月曜日から土曜日まで（年末年始を除く）。 

サービス提供時間 午前８時１５分から午後５時００分まで。 

 

 

 

 

（５） 事業所の職員体制 

管理者 今村 豪 

職種 職 務 内 容 人 員 数 

管理者（又は

管理者代行） 
従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。   

常勤・兼務 

１名 

医師 

１ 利用者に対する医学的な管理指導等を行う。 

２ それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従っ

たサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載する。 

常勤・兼務 

２名 

理学療法士、作

業療法士若し

くは言語聴覚

士（以下「理学

療法士等」とい

う。） 

１ 医師及び理学療法士等の従業者は、診療又は運動機能検査、作業

能力検査等をもとに共同して、利用者の心身の状況、希望及びそ

の置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当

該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した

通所リハビリテーション計画を作成するとともに利用者等への

説明を行い、同意を得る。 

２ 利用者へ通所リハビリテーション計画を交付する。 

３ 通所リハビリテーション計画に基づき、必要な理学療法、作業療

法、その他のリハビリテーション及び介護ならびに日常生活上の

世話を行う。 

４ 指定通所リハビリテーションの実施状況の把握及び通所リハビ

リテーション計画の変更を行う。 

常勤・兼務 

６名 

介護職員 

利用者の心身の状況などを踏まえて、医師の指示のもと必要に応じ

日常生活をおくるうえで必要な生活機能の改善または維持のため

の機能訓練を行う。 

常勤・兼務 

６名 
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３ 提供するサービスの内容及び費用について 

（１） 提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

通所リハビリテーション 

計画の作成 

利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケア

プラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、

援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた通所リハビリテー

ション計画を作成する。 

利用者居宅への送迎 

事業者が所有する自動車により、利用者の居宅と事業所までの間の送

迎を行う。 

ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困難な場

合は、車いす又は歩行介助により送迎を行うことがある。 

日常生活上の

世話 

食事の提供及び介助 
食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助を行う。 

また嚥下困難者のためのきざみ食、流動食等の提供を行う。 

入浴の提供及び介助 
入浴の提供及び介助が必要な利用者に対して、入浴（全身浴・部分浴）

の介助や清拭（身体を拭く）、洗髪などを行う。 

排泄介助 介助が必要な利用者に対して、排泄の介助、おむつ交換を行う。 

更衣介助 介助が必要な利用者に対して、上着、下着の更衣の介助を行う。 

移動･移乗介助 
介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへ移乗の介助を行

う。 

服薬介助 
介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、

服薬の確認を行う。 

リハビリテ

ーション 

日常生活動作を通じた

訓練 

利用者の能力に応じて、食事、入浴、排泄、更衣などの日常生活動作

を通じた訓練を行う。 

レクリエーションを 

通じた訓練 

利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや歌唱、体操

などを通じた訓練を行う。 

器具等を使用した訓練 
利用者の能力に応じて、理学療法士等又は看護師若しくは准看護師が

専門的知識に基づき、機械・器具等を使用した訓練を行う。 

その他 創作活動など 
利用者の選択に基づき、趣味･趣向に応じた創作活動等の場を提供す

る。 

 

 

 

 

特別な 

サービス 

（利用者に対

するアセスメ

ントの結果、

必要と認めら

れる場合に提

供する。） 

 

 

 

 

 

 

 

リハビリテーション 

マネジメント 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に

応じて当該計画を見直していること。 

（２）理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を

通じて、指定居宅サービスに該当する事業に係る従事者に対し、日常生

活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。 

（３）新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対し

て、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士が、開始日から１月以内に当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機

能検査、作業能力検査等を行っていること。 

（４）医師はリハビリテーションの実施にあたり、詳細な指示を行う

こと。 

（認知症）短期集中リ

ハビリテーション 

退院（所）日又は認定日から起算して３月以内の期間に、個別リハビ

リテーションを集中的に行う。 

理学療法士等 

体制強化加算 

所要時間１時間以上２時間未満の通所リハビリテーションを理学療

法士等を専従かつ常勤で２名以上配置して実施する。 

 
重度療養管理 厚生労働大臣が定める状態にある要介護３から５で、１時間以上２時

間未満以外の利用者に対し、通所リハビリテーションを行う。 
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（２） 通所リハビリテーション従業者の禁止行為 

通所リハビリテーション従業者はサービスの提供に当たって、次の行為は行わない。 

① 医療行為。（ただし、医師が行う場合を除くほか、看護職員、理学療法士等が行う診療の補助行為

を除く。） 

② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり。 

③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受。 

④ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為。（利用者又は第三者等の生命や身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除く。） 

⑤ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為。 

 

（３） 通所リハビリテーション（通常規模型）利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）について

［１割負担の場合］ 

サービス提供 

時間数 

（1日あたり） 

１時間以上 
２時間未満 

２時間以上 
３時間未満 

３時間以上 
４時間未満 

通所リハビリ

テーション費 

利用者 

負担額の目安 

通所リハビリ

テーション費 

利用者 

負担額の目安 

通所リハビリ

テーション費 

利用者 

負担額の目安 

要 介 護 １ ３６９単位 ３８１円 ３８３単位 ３９５円 ４８６単位 ５０２円 

要 介 護 ２ ３９８単位 ４１１円 ４３９単位 ４５３円 ５６５単位 ５８３円 

要 介 護 ３ ４２９単位 ４４３円 ４９８単位 ５１４円 ６４３単位 ６６４円 

要 介 護 ４ ４５８単位 ４７３円 ５５５単位 ５７３円 ７４３単位 ７６７円 

要 介 護 ５ ４９１単位 ５０７円 ６１２単位 ６３２円 ８４２単位 ８６９円 

 

 

 

サービス提供 

時間数 

（1日あたり） 

４時間以上 
５時間未満 

５時間以上 
６時間未満 

６時間以上 
７時間未満 

通所リハビリ

テーション費 

利用者 

負担額の目安 

通所リハビリ

テーション費 

利用者 

負担額の目安 

通所リハビリ

テーション費 

利用者 

負担額の目安 

要 介 護 １ ５５３単位 ５７１円 ６２２単位 ６４２円 ７１５単位 ７３８円 

要 介 護 ２ ６４２単位 ６６３円 ７３８単位 ７６２円 ８５０単位 ８７８円 

要 介 護 ３ ７３０単位 ７５４円 ８５２単位 ８８０円 ９８１単位 １,０１３円 

要 介 護 ４ ８４４単位 ８７１円 ９８７単位 １,０１９円 １１３７単位 １,１７４円 

要 介 護 ５ ９５７単位 ９８８円 １,１２０単位 １,１５６円 １２９０単位 １,３３２円 

※ １単位＝１０．３３円  
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［２割負担の場合］ 

サービス提供 

時間数 

（1日あたり） 

１時間以上 
２時間未満 

２時間以上 
３時間未満 

３時間以上 
４時間未満 

通所リハビリ

テーション費 

利用者 

負担額の目安 

通所リハビリ

テーション費 

利用者 

負担額の目安 

通所リハビリ

テーション費 

利用者 

負担額の目安 

要 介 護 １ ３６９単位 ７６２円 ３８３単位 ７９１円 ４８６単位 １,００４円 

要 介 護 ２ ３９８単位 ８２２円 ４３９単位 ９０６円 ５６５単位 １,１６７円 

要 介 護 ３ ４２９単位 ８８６円 ４９８単位 １,０２８円 ６４３単位 １,３２８円 

要 介 護 ４ ４５８単位 ９４６円 ５５５単位 １,１４６円 ７４３単位 １,５３５円 

要 介 護 ５ ４９１単位 １,０１４円 ６１２単位 １,２６４円 ８４２単位 １,７３９円 

 ※ １単位＝１０．３３円  

 

 

サービス提供 

時間数 

（1日あたり） 

４時間以上 
５時間未満 

５時間以上 
６時間未満 

６時間以上 
７時間未満 

通所リハビリ

テーション費 

利用者 

負担額の目安 

通所リハビリ

テーション費 

利用者 

負担額の目安 

通所リハビリ

テーション費 

利用者 

負担額の目安 

要 介 護 １ ５５３単位 １,１４２円 ６２２単位 １,２８５円 ７１５単位 １,４７７円 

要 介 護 ２ ６４２単位 １,３２６円 ７３８単位 １,５２４円 ８５０単位 １,７５６円 

要 介 護 ３ ７３０単位 １,５０８円 ８５２単位 １,７６０円 ９８１単位 ２,０２６円 

要 介 護 ４ ８４４単位 １,７４３円 ９８７単位 ２,０３９円 １１３７単位 ２,３４９円 

要 介 護 ５ ９５７単位 １,９７７円 １,１２０単位 ２,３１３円 １２９０単位 ２,６６５円 

 ※ １単位＝１０．３３円  

 

 

［３割負担の場合］ 

サービス提供 

時間数 

（1日あたり） 

１時間以上 
２時間未満 

２時間以上 
３時間未満 

３時間以上 
４時間未満 

通所リハビリ

テーション費 

利用者 

負担額の目安 

通所リハビリ

テーション費 

利用者 

負担額の目安 

通所リハビリ

テーション費 

利用者 

負担額の目安 

要 介 護 １ ３６９単位 １,１４３円 ３８３単位 １,１８６円 ４８６単位 １,５０６円 

要 介 護 ２ ３９８単位 １,２３３円 ４３９単位 １,３６０円 ５６５単位 １,７５０円 

要 介 護 ３ ４２９単位 １,３２９円 ４９８単位 １,５４３円 ６４３単位 １,９９２円 

要 介 護 ４ ４５８単位 １,４１９円 ５５５単位 １,７１９円 ７４３単位 ２,３０２円 

要 介 護 ５ ４９１単位 １,５２１円 ６１２単位 １,８９６円 ８４２単位 ２,６０９円 

 ※ １単位＝１０．３３円  
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サービス提供 

時間数 

（1日あたり） 

４時間以上 
５時間未満 

５時間以上 
６時間未満 

６時間以上 
７時間未満 

通所リハビリ

テーション費 

利用者 

負担額の目安 

通所リハビリ

テーション費 

利用者 

負担額の目安 

通所リハビリ

テーション費 

利用者 

負担額の目安 

要 介 護 １ ５５３単位 １,７１３円 ６２２単位 １,９２７円 ７１５単位 ２,２１５円 

要 介 護 ２ ６４２単位 １,９８９円 ７３８単位 ２,２８７円 ８５０単位 ２,６３４円 

要 介 護 ３ ７３０単位 ２,２６２円 ８５２単位 ２,６４０円 ９８１単位 ３,０４０円 

要 介 護 ４ ８４４単位 ２,６１５円 ９８７単位 ３,０５８円 １１３７単位 ３,５２３円 

要 介 護 ５ ９５７単位 ２,９６５円 １,１２０単位 ３,４７０円 １２９０単位 ３,９９７円 

※ １単位＝１０．３３円   

 

（ア） サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び通所

リハビリテーション計画に位置付けられた時間数（計画時間数）によるものとするが、利用者の希

望又は心身の状況等により、あるサービス提供日における計画時間数を短縮する場合は、その日に

係る通所リハビリテーション計画を変更し、変更後のサービス提供時間数に応じた利用料となる。

なお引き続き、計画時間数とサービス提供時間数が異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サー

ビス計画の変更の援助を行うとともに通所リハビリテーション計画の見直しを行う。 

（イ） 月平均の利用者の数が当事業所の定員を上回った場合及び通所リハビリテーション従業者の数が

人員配置基準を下回った場合は、上記金額のうち基本単位数に係る翌月の利用料及び利用者負担額

は、７０／１００となる。 

（ウ） 事業所と同一建物に居住する利用者又は同一の建物から通う利用者は、１日につき利用者負担は

１割負担の場合９８円、２割負担の場合１９５円減額される。 

（エ）高齢者虐待防止措置未実施減算 （基本報酬の-１％減算） 

   ・虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合 

・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催する 

とともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること 

・虐待の防止のための指針を整備すること 

・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること 

・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと 

  （オ）業務継続計画未策定減算 （基本報酬の-１％減算） 

    ・業務継続計画（BCP）の策定をおこなっていない事業所は基本報酬の減算の対象となります。 

感染症や災害が発生した場合でも必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築する 
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 加算 単位 

利用者負担額

の目安 

(１割負担) 

利用者負担額

の目安 

(２割負担) 

利用者負担額

の目安 

(３割負担) 

算定要件・回数等 

要
介
護
度
に
よ
る
区
分
な
し 

リハビリテーシ

ョンマネジメン

ト加算 

 

※医師による 

説明・同意 

右記+ 

270単位/月 

利用開始から 6ヶ月以内 

(イ) 560単位/月 

(ロ) 593単位/月 

(ハ）793単位/月 

 

(イ) 578円 

(ロ) 612円 

(ハ) 819円 

 

(イ) 1,156円 

(ロ) 1,225円 

(ハ) 1,638円 

 

(イ) 1,735円 

(ロ) 1,837円

(ハ) 2,457円 
※①参照 

利用開始から 6ヶ月超え 

(イ) 240単位/月 

(ロ) 273単位/月 

(ハ) 473単位/月 

 

(イ) 247円  

(ロ) 282円 

(ハ) 488円 

 

(イ) 495円 

(ロ) 564円 

(ハ) 977円 

 

(イ) 743円 

(ロ) 846円 

(ハ) 1,465円 

短期集中リハビ

リテーション実

施加算 

１１０単位/回 １１３円 ２２７円 ３４０円 

退院(所)日又は新

たに要介護認定を

受けた日から３ヶ

月以内に個別リハ

ビリを集中的に行

った日数 

認知症短期集中

リハビリテーシ

ョン実施加算 

加算Ⅰ 

240単位/回 
２４７円 ４９５円 ７４３円 

※②参照 

加算Ⅱ 

1920単位/月 
１,９８３円 ３,９６６円 ５,９４９円 

理学療法士等 

体制強化加算 
３０単位/日 ３１円 ６２円 ９３円 

１時間以上２時間未

満の通所リハビリテ

ーションに理学療法

士等を専従かつ常勤

で２名以上配置して

実施した日数 

入浴介助加算 

Ⅰ,Ⅱ 

（Ⅰ）４０単位/日 

（Ⅱ）６０単位/日 

（Ⅰ）41円 

（Ⅱ）61円 

（Ⅰ）82円 

（Ⅱ）123円 

（Ⅰ）123円 

（Ⅱ）185円 
※③参照 

 

リハビリテーシ

ョン提供体制 

加算 

 

 

3時間以上 4時間未満 

：12単位 

4時間以上 5時間未満 

：16単位 

5時間以上 6時間未満 

：20単位 

6時間以上 7時間未満 

：24単位 

 

１３円 

 

１７円 

 

２１円 

 

２５円 

 

２５円 

 

３３円 

 

４２円 

 

５０円 

 

３７円 

 

５０円 

 

６２円 

 

７５円 

イ：理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚

士の合計数が利用者

数が２５又はその端

数を増すごとに１以

上 

サービス提供体

制強化加算 

Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 

（Ⅰ）22単位/回 

（Ⅱ）18単位/回 

（Ⅲ）6単位/回 

(Ⅰ) 22円 

(Ⅱ) 18円 

(Ⅲ) 6円 

(Ⅰ) 45円 

(Ⅱ) 37円 

(Ⅲ) 12円 

(Ⅰ) 68円 

(Ⅱ) 55円 

(Ⅲ) 18円 

介護職員の内、介護

福祉士の割合による 

生活行為向上リ

ハビリテーショ

ン実施加算 

利用開始日の属する月 

から６か月以内 

１２５０単位/月 

１,２９１円 ２,５８２円 ３,８７３円 ※④参照 

若年性認知症 

利用者受入加算 
６０単位/月 ６１円 １２３円 １８５円 ※⑤参照 

栄養アセスメン

ト加算 
５０単位/月 ５１円 １０３円 １５４円 ※⑥参照 
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栄養改善加算 

（月 2回限度） 
２００単位/月 ２０６円 ４１３円 ６１９円 ※⑦参照 

口腔・栄養 

スクリーニング 

加算Ⅰ,Ⅱ 

(Ⅰ)２０単位/回 

(Ⅱ)５単位/回 
（6ヶ月に 1回限度） 

(Ⅰ)20円  

(Ⅱ) 5円 

(Ⅰ)41円  

(Ⅱ)10円 

(Ⅰ)61円  

(Ⅱ)15円 
※⑧参照 

口腔機能向上 

加算Ⅰ,Ⅱ 

（月 2回限度） 

(Ⅰ)１５０単位 

(Ⅱ,イ)１５５単位 

（Ⅱ,ロ）１６０単位 

(Ⅰ) 154円  

(Ⅱ,イ)159円  

(Ⅱ,ロ)165円 

(Ⅰ) 309円  

(Ⅱ,イ)320円  

(Ⅱ,ロ)330円 

(Ⅰ) 464円  

(Ⅱ,イ)480円  

(Ⅱ,ロ)495円 

※⑨参照 

重度療養管理 

加算 
１００単位/日 １０４円 ２０７円 ３１０円 ※⑩参照 

中重度者ケア 

体制加算 
２０単位/日 ２１円 ４１円 ６１円 ※⑪参照 

科学的介護推進

体制加算 
４０単位/月 ４１円 ８２円 １２３円 ※⑫参照 

退院時共同 

指導加算 
６００単位/回 ６１９円 １,２３９円 １,８５９円 ※⑬参照 

同一建物減算 -９４単位/日 -９７円 -１９４円 -２９１円  

送迎減算 片道につき-４７単位 -４８円 -９７円 -１４５円  

介護職員処遇 

改善加算Ⅰ 

（所定単位数×86 

 / 1000）/月 
   ※⑭参照 

（※ １単位＝１０．３３円） 

※ 地域区分別の単価(６級地 １単位＝１０．３３円)を含む。  

※ (利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合）上記に係る利用料は、全額をいったんお支払い

ただく。この場合、「サービス提供証明書」を交付する。交付後、｢領収書｣を添えて住まいの市町村に居宅

介護サービス費の支給（利用者負担額を除く）申請を行う。 

 

※①リハビリテーションマネジメント加算 （イ,ロ,ハ） 

・「利用者の日常生活における活動の質の向上」を図るために行われる、リハビリテーションの提供を促進する 

ことを目的とし、S（Survey調査）P（Plan計画）D（Do実行）C（Check評価）A（Action改善）のサイクル  

構築と、リハビリテーションの継続的な管理を評価する加算。 

 

（イ） 

・事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他の職種が共同し、継続的にリハビリテーショ

ンの質を管理していること 

・事業所の医師が、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士に対し、利用者のリハビリテーションの目的

に加え、「リハビリテーション開始前や実施中の留意事項」、「やむを得ずリハビリテーションを中止する際の

基準」、「リハビリテーションにおける利用者に対する負荷」等のうち、いずれか 1つ以上の指示を行うこと 

・医師、または指示を受けた理学療法士、作業療法士、もしくは言語聴覚士が、指示の内容が上記の基準に適

合することが明確にわかるように記録すること 

・リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する    

情報を構成員と共有し、会議の内容を記録すること 
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・リハビリテーション計画について、計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、

利用者またはその家族に説明し、同意を得るとともに、説明した内容等を医師へ報告すること 

・リハビリテーション計画の作成にあたって、当該計画の同意を得た日の属する月から起算して、6 ヵ月以内

の場合は 1 ヶ月に 1 回以上、6 ヵ月を超える場合は 3 ヵ月に 1 回以上、リハビリテーション会議を開催し、

利用者の状態の変化に応じてリハビリテーション計画を見直していること 

・事業所の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションの専

門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法、日常生活上の留意点に関する情報提

供を行うこと 

・以下のいずれかを満たすこと 

・事業所の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス   

事業所の従業者と利用者の居宅を訪問し、従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地か  

ら介護の工夫に関する指導と日常生活上の留意点に関する助言を行うこと 

・事業所の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、利用者の家族に対し、  

リハビリテーションに関する専門的な見地から介護の工夫に関する指導と日常生活上の留意点に関する  

助言を行うこと 

・上記の要件を満たしていることを確認し、記録すること事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、その他の職種が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理していること 

（ロ） 

・リハビリテーションマネジメント加算（イ）の算定要件を満たしていること 

・利用者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を「LIFE」を用いて提出し、フィードバック情報等 

を活用していること 

（ハ） 

・リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の要件を満たしていること 

・事業所の従業者として、又は外部との連携により管理栄養士を 1名以上配置していること 

・利用者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメント及び口腔アセスメントを行っていること 

・利用者ごとに、言語聴覚士、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員がその他の職種の者と共同して口腔の健 

康状態を評価し、当該利用者の口腔の健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っていること 

・利用者ごとに、関係職種が、通所リハビリテーション計画の内容の情報等や、利用者の口腔の健康状態に関 

する情報及び利用者の栄養状態に関する情報を相互に共有すること 

・共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直し、当該見直しの内容を関係職種 

に対して情報提供していること 

 

○医師が利用者またはその家族に説明した場合 

リハビリテーション計画について、事業所の医師が、利用者またはその家族に説明し、同意を得ること 

 

※②認知症短期集中リハビリテーション実施加算 

・認知症利用者の生活機能の改善を目的として行うものであり、記憶の訓練、日常生 活活動の訓練等を組 

み合わせたプログラムを週二日実施することを標準とする。 

 ・一人の医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が一人の利用者に対して個別に行った場合にのみ算定す 

る。利用者に対して二十分以上当該リハビリテーションを実施した場合に算定する。 
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 ・対象となる利用者は MMSE(Mini Mental State Examination)又は HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケー 

ル)において概ね五点～二十五点に相当する者とする。 

 ・短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合であっても、別途当該リハビリテーションを実 

施した場合 は当該リハビリテーション加算を算定することができる。 

 ・当該利用者が過去三月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できること 

とする。なお、指定通所リハビリテーションの 利用を終了する日の属する月にあっては、一月に四回以上 

通所していないためにリハビリテーションマネジメント加算を算定できない場合であっても、本加算を算 

定することができることとする。 

※③入浴介助加算Ⅰ,Ⅱ 

・ご利用者様の観察を含む介助を行った場合に算定することができる加算 

・Ⅱ：利用者が自宅で自身または家族等の介助で入浴を行うことができるよう、利用者の身体状況や専門職 

の訪問により把握した利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成すること 

※④生活行為向上リハビリテーション実施加算 

・生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識や経験を有する作業療法士、生活行為の内容の充実を図    

るための研修を修了した理学療法士、言語聴覚士が配置されていること 

・生活行為の内容の充実を図るための目標や、目標を踏まえたリハビリテーションの実施頻度、実施場所等 

が記載されたリハビリテーション実施計画を定めて、リハビリテーションを提供すること 

・当該計画で定めたリハビリテーションの実施期間中およびリハビリテーションの提供終了日前 1月以内に、 

リハビリテーション会議を開催し、目標の達成状況を報告すること 

・リハビリテーションマネジメント加算 A・Bのいずれかを算定していること 

・指定通所リハビリテーション事業所（指定介護予防通所リハビリテーション事業所）の医師または医師の 

指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、当該利用者の居宅を訪問し、生活行為に関する評 

価をおおむね 1月に 1回以上実施すること 

※⑤若年性認知症利用者受入加算 

 ・若年性認知症利用者受入加算とは、介護事業所に若年性認知症の利用者を受け入れて、担当スタッフを中 

心にニーズに応じたサービスを実施した場合に算定できる加算 

  ・若年性認知症の利用者とそのご家族の希望を組み込んだサービスが提供されているか 

・一人ひとりの症状に対して担当スタッフを設け、状態に応じたサービスや環境が整えられているか 

※⑥栄養アセスメント加算 

 ・当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を 1名以上配置していること 

・利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメ

ントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること 

・利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養  

管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること 

（LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用） 

※⑦栄養改善加算 

 ・利用者の栄養状態を利用開始時に把握すること。 

・医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員そのほかの職種の者が共

同して、利用者一人ひとり、摂食・嚥下機能および食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成すること。 

・利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 
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※⑧口腔・栄養スクリーニング加算 

 ・利用者に定期的に口腔の健康状態、または栄養状態のスクリーニングを行ったときに算定される加算 

※⑨口腔機能向上加算 

 ・言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種の者が共同して利用者ごとの

口腔機能改善管理指導計画を作成し、それに従って看護職員等（※）が口腔機能向上サービスを行うとと

もに、利用者の口腔機能を定期的に記録すること 

※⑩重度療養管理加算 

サービス提供時間が１時間以上２時間未満の利用者以外で要介護３から５であって、厚生労働大臣が定める  

状態にある利用者（詳細は次のとおり）に対し、通所リハビリテーションを行った場合に加算する。 

※⑪中重度者ケア体制加算 

 ・事業所が中重度の要介護者を受け入れる体制を作り、必要なプログラムを実施する 

※⑫科学的介護推進体制加算 

 ・全ての利用者の心身の基本的な情報を「LIFE」へ送ること。例えば、ADL値や栄養状態、口腔機能・嚥下の   

状態、認知症の状態などが含まれる。 

 ・「LIFE」からのフィードバックを十分に活用すること。ケアのあり方を検証してケアプランやサービス計画 

を見直すなど、現場で PDCAサイクルを回すことが求められる。 

※⑬退院時共同指導加算 

・退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、医  

療機関からの退院後に介護保険のリハビリテーションを行う際、リハビリテーション事業所の理学療法士   

等が、医療機関の退院前カンファレンスに参加し、共同指導を行なう 

※⑭介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

・介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に 移行するため経過的な扱いとして算定するものであ  

る。内容としては、介護職員の賃金改善、職員の資質向上の支援等により介護職員の雇用の安定を目的と   

して加算する。 

 

 

 

イ 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態 

ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 

ハ 中心静脈注射を実施している場合 

ニ 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態 

ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態 

ヘ 膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表 5 号に掲げる身体障害

者障害程度等級表の４級以上かつ、ストーマの処置を実施している状態 

ト 経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養が行われている状態 

チ 褥創に対する治療を実施している状態 

リ 気管切開が行われている状態 
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（４） 介護予防通所リハビリテーションの利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）について 

 

介護予防通所 

リハビリテーション

費加算単位 

利用者負担額 

の目安 

(１割負担) 

利用者負担額 

の目安 

(２割負担) 

利用者負担額 

の目安 

(３割負担) 

算定要件等 

要支援１ 
２２６８単位 

（１ヶ月につき） 
２,３４２円 ４,６８５円 ７,０２８円  

要支援２ 
４２２８単位 

（１ヶ月につき） 
４,３６７円 ８,７３５円 １３,０８７円  

サービス提供 

体制強化加算 

Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 

（Ⅰ）22単位/回 

（Ⅱ）18単位/回 

（Ⅲ）6単位/回 

(Ⅰ) 22円 

(Ⅱ) 18円 

(Ⅲ) 6円 

(Ⅰ) 45円 

(Ⅱ) 37円 

(Ⅲ) 12円 

(Ⅰ) 68円 

(Ⅱ) 55円 

(Ⅲ) 18円 

介護職員の内、介護福

祉士の割合による 

生活行為向上リ

ハビリテーショ

ン実施加算 

利用開始日の属する

月から６か月以内 

５６２単位/月 

５８０円 １１６１円 １７４１円 ※④参照 

若年性認知症 

利用者受入加算 
２４０単位/月 ６１円 １２３円 １８５円 ※⑤参照 

栄養アセスメン

ト加算 
５０単位/月 ５１円 １０３円 １５４円 ※⑥参照 

栄養改善加算 ２００単位/月 ２０６円 ４１３円 ６１９円 ※⑦参照 

口腔・栄養 

スクリーニング 

加算Ⅰ,Ⅱ 

(Ⅰ)２０単位/回 

(Ⅱ)５単位/回 
（6ヶ月に 1回限度） 

(Ⅰ)20円  

(Ⅱ) 5円 

(Ⅰ)41円  

(Ⅱ)10円 

(Ⅰ)61円  

(Ⅱ)15円 
※⑧参照 

口腔機能向上 

加算Ⅰ,Ⅱ 

(Ⅰ)１５０単位 

(Ⅱ)１６０単位 

(Ⅰ)１５４円 

(Ⅱ)１６５円 

(Ⅰ)３０９円 

(Ⅱ)３３０円 

(Ⅰ)４６４円 

(Ⅱ)４９５円 
※⑨参照 

科学的介護推進

体制加算 
４０単位/月 ４１円 ８２円 １２３円 ※⑫参照 

退院時共同 

指導加算 
６００単位/回 ６１９円 １,２３９円 １,８５９円 ※⑬参照 

介護職員処遇 

改善加算Ⅰ 

（所定単位数×86 

/ 1000）/月 
   ※⑭参照 

一体的サービス

提供加算 
４８０単位/月 ４１円 ８２円 １２３円 ※⑮参照 

同一建物減算 

要支援１ 

：-３７６単位 

要支援 2 

：-７５２単位 

-３８８円 

 

-７７６円 

-７７６円 

 

-１,５５３円 

-１,１６５円 

 

-２,４０４円 

 

12ヶ月以上 

利用 減算 

要支援１ 

：-１２０単位 

要支援 2 

：-２４０単位 

-１２３円 

 

-２４７円 

-２４７円 

 

-４９５円 

-３７１円 

 

-７４３円 

 

＜予防通所リハビリテーション（要支援）＞ 

※⑮一体的サービス提供加算 

 ・栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施していること 

・利用者が介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に対し、栄養改善サー 

ビス又は口腔機能向上サービスのうちいずれかのサービスを行う日を１月につき２回以上設けていること 

・栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定していないこと 



13 

 

４ その他の費用について 

①送迎費 
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、

送迎に要する費用の実費を請求する。 

②キャンセル料 

利用者の都合でサービスを中止する場合は、下記のキャンセル料を支払う。 

利用日の前営業日の１７時までに連絡

された場合 
無料 

利用日の前営業日の１７時までに連絡

がなかった場合 
介護保険に定める料金の５０％ 

※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は発生

しない。 

③その他 実費（昼食代・おやつ,飲み物代・タオル代等）を徴収する。 

 

５ 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）その他の費用の請求及び支払い方法について 

① 利用料、利用者負担額 

（介護保険を適用する場合） 

その他の費用の請求方法等 

１ 利用料利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の額は

サービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求する。 

２ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月１５日までに利用者

あてお届け（郵送）する。  

② 利用料、利用者負担額 

（介護保険を適用する場合） 

その他の費用の支払い方法等 

 

１ サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照

合のうえ、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法により支払う。 

（ア）事業者指定口座への振り込み 

（イ）利用者指定口座からの自動振替 

（ウ）現金支払い 

２ 支払いの確認後、支払い方法の如何によらず、領収書を発行するので、必

ず保管すること。 

（医療費控除の還付請求の際に必要となることがある。） 

 
※ ご利用者様が正当な理由がないにも関わらず、支払い期日から遅延し、さらに支払いの督促から 

１４日以内に支払いが無い場合には、民法第４１９条第１項を根拠に民法４０４条を適用とし、延滞

金年利５％を徴収することとする。 

お支払口座 

池田泉州銀行  あべのハルカス支店 

普通預金口座  （口座番号 ５２０５６） 

口 座 名 義     医療法人仁誠会  

＊入金確認後、領収書を発行する。 

 

６ サービスの提供に当たって 

（１） 各サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護認

定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認する。被保険者の住所などに変更があった場合は速や

かに当事業者に知らせる。 

（２） 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われ

るよう必要な援助を行う。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、

必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の

有効期間が終了する３０日前には必要な援助を行うものとする。 

（３） 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画（ケアプラン）」に基づき、利用

者及び家族の意向を踏まえて、｢通所リハビリテーション計画｣を作成する。なお、作成した「通所リ

ハビリテーション計画」は、利用者又は家族にその内容を説明する。 
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（４） サービス提供は「通所リハビリテーション計画｣に基づいて行う。なお、「通所リハビリテーショ

ン計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができる。 

（５） 通所リハビリテーション従業者に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当

事業者が行うが、実際の提供に当たっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行う。 

 

７ 身体拘束について 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行わない。ただし、自傷他害等のおそれがある場合な

ど、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説

明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがある。その場合は、

身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行う。また、事業者として、身体拘束をなくし

ていくための取り組みを積極的に行う。 

（１） 緊急性 

直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えら

れる場合に限る。 

（２） 非代替性 

身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することがで

きない場合に限る。 

（３） 一時性 

利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘

束を解く。 

８ 秘密の保持と個人情報の保護について 

① 利用者及びその家族に関する 

秘密の保持について  

① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び

厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り

扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。 

② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供

をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏

らさない。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後において

も継続する。 

③  事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持さ

せるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘

密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。  

② 個人情報の保護について  

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等

において、利用者の個人情報を用いない。また、利用者の家族の個人情報につ

いても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族

の個人情報を用いない。 

② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によ

るものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管

理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止する。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示す

ることとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、

遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとす

る。（開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となる。）  
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９ 緊急時の対応方法について 

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医・家族への

連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡する。 

 

１０ 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家

族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに必要な措置を講じる。また、利用者に対す

る指定通所リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。 

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入している。 

保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社 

保険名 医師賠償責任保険  

補償の概要 病院に勤務する全ての医療従事者の診療行為における事故等を保障 

 

１１ 心身の状況の把握 

指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議

等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利

用状況等の把握に努める。 

 

１２ 居宅介護支援事業者等との連携 

（１） 指定通所リハビリテーションの提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは 

福祉サービスの提供者と密接な連携に努める。 

（２） サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「通所リハビリテーション計画」

の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付する。 

（３） サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記し 

書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付する。 

 

１３ サービス提供等の記録 

（１） 指定通所リハビリテーションの実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサ

ービス提供の日から５年間保管する。 

（２） 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求すること

ができる。 

（３） 提供した指定通所リハビリテーションに関し、利用者の健康手帳の医療の記録に係るページに必

要な事項を記載する。 

 

１４ 非常災害対策 

（１） 事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取り組みを行う。      

災害対策に関する担当者（防火管理者）氏名：（ 松江 幸雄 ） 

（２）  非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、 

それらを定期的に従業員に周知する。 

（３） 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。避難訓練実施時期：（毎年２回 8月、2月） 
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（４） 台風接近時、地震、水害時のサービス提供については、別に定める対応基準にしたがって適切に 

対応を行います。 

 

１５ 衛生管理等 

（１） 指定通所リハビリテーション用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に提供する水について、  

衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じる。 

（２） 指定通所リハビリテーション事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措 

置を講じる。 

（３） 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を    

求めるとともに、常に密接な連携に努める。 

 

１６ サービス提供に関する相談、苦情について 

（１） 苦情処理の体制及び手順 

（ア） 提供した指定通所リハビリテーションに係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付

けるための窓口を設置する。（下表に記す事業者の窓口のとおり） 

（イ） 相談及び苦情について円滑にかつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとする。 

    ① 相談及び苦情の問い合わせ 

      ② 相談・苦情担当者が内容を記録し担当者・責任者への報告 

 ③  担当者及び責任者が事実の調査と対応方法の検討 

    ④ 必要に応じ、リハビリテーション科内での事例検討・職員への周知。以上の手順にて苦情の再 

     発防止を行う。 

 

（２） 苦情申立の窓口 

事業者の窓口 

（事業者の担当部署・窓口の名称） 

 

所 在 地 奈良県奈良市石木町８００ 

     奈良セントラル病院 

電話番号 ０７４２－９３－７８５４ 

ファックス番号 ０７４２－９３－７８３４ 

受付時間 ８：３０～１７：００ 

市町村（保険者）の窓口 

奈良市 保健福祉部  

介護福祉課   

 

所 在 地 奈良県奈良市二条大路南１－１－１ 

電話番号 ０７４２－３４－５４２２ 

ファックス番号 ０７４２－３４－２６２１ 

受付時間 ８：３０～１７：１５（土日祝休み） 

公的団体の窓口 

奈良県国民健康保険団体連合会 

 

所 在 地 奈良県橿原市大久保町３０２番－１ 

電話番号 ０７４４－２９－８３１１ 

ファックス番号 ０７４４－２９－８３２２ 

受付時間  ９：００～１７：００（土日祝休み） 

 

１７ 留意事項・その他 

ご自身やご家族の送迎で来所される方は、往復途上の事故の責任は負いかねる。通所リハビリ利用にあたり、

金品・食品などを利用者間でやり取りされることは、金額や物品の内容にかかわらず、事故防止のため一切禁

止とする。また、嗜好品（タバコ・お菓子など）の持参も原則禁止とする。初回利用時に用意するものは、「介

護保険被保険者証」、｢介護保険負担割合証｣、「健康保険被保険者証（後期高齢者医療被保険者証）」とする。 
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１８ 重要事項説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日 年   月   日 

 

「奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」の定める「奈良

市指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準の条例」に基づき利用者に説明を行った。 

 

事

業

者 

所 在 地 奈良県奈良市石木町８００ 

法 人 名 医療法人仁誠会 

代 表 者 名 今村 豪                     印 

事 業 所 名 奈良セントラル病院 

説明者氏名  印 

 

上記の内容について説明を受けた。 

利用者 
住所 

 

氏名 印 

 

代理人 
住所 

 

氏名                  印 （続柄   ） 

 
 

 

 附則 

 この重要事項説明書は平成２６年９月１日に施行する。 

 この重要事項説明書は令和１年５月１日に内容一部変更し、施行する。 

 この重要事項説明書は令和２年１月１１日に内容一部変更し、施行する。 

この重要事項説明書は令和２年３月１５日に内容一部変更し、施行する。 

 この重要事項説明書は令和２年５月１日に内容一部変更し、施行する。 

 この重要事項説明書は令和２年７月９日に内容一部変更し、施行する。 

 この重要事項説明書は令和３年３月１日に内容一部変更し、施行する。 

この重要事項説明書は令和３年４月１日に内容一部変更し、施行する。 

この重要事項説明書は令和６年６月１日に内容一部変更し、施行する。 

この重要事項説明書は令和７年８月１日に内容一部変更し、施行する。 

 


